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１ 川崎市市民活動支援指針改訂検討委員会について
（１）川崎市市民活動支援指針改訂検討委員会設置要綱

（目的及び設置）  
第１条  平成１３年９月に策定された『川崎市市民活動支援指針』を社会環
境の変化を反映し、より一層市民活動の活性化に資するものへ改訂するこ
とを目的に、川崎市市民活動支援指針改訂検討委員会（以下「委員会」と
いう。）を設置する。  

（所掌事務）  
第２条  委員会の所掌事務は、次のとおりとする。  
（１）現行の市民活動支援指針の改訂に関すること。
（２）今後の市民活動支援のあり方に関すること。  
（３）その他市民活動支援に必要な事項に関すること。

 （構成）  
第３条  委員会は、委員１０人以内をもって構成する。  
２  委員は市民活動団体関係者、学識経験者及び公募の市民等から市長が委嘱
する。  

３  委員の任期は委嘱日から平成２７年３月３１日までとし、委員が欠けた
場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。  

（委員長及び副委員長）
第４条  委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
２  委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理
する。  

 （委員会の招集）  
第５条  委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
２  委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。  

 （小委員会）  
第６条  委員長は、委員会の円滑な運営を図るため、必要に応じて小委員会
を置くことができる。  

２  小委員会の出席者は、委員の中から委員長が指名する。

 （関係者等の出席）  
第７条  委員会、小委員会において必要があると認めるときは、関係者及び
参考人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 （庶務）  
第８条  委員会の庶務は、総合企画局自治推進部において処理する。

 （その他必要な事項）  
第９条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、
委員長が委員会に諮って別に定める。

附  則  
この要綱は、平成２５年８月１２日から施行する。
附  則  

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。
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（２）委員名簿 
◎：委員長
〇：副委員長

区分 役職名等 氏名 

１ 学識経験者 法政大学法学部教授 
◎名和田 是彦 
（ﾅﾜﾀ ﾖｼﾋｺ） 

２ 
大 学 

(学識経験者）
専修大学経済学部教授 

〇徳田 賢二 
(ﾄｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ) 

３ 

市民活動団体
関係者 

特定非営利活動法人 
わになろう会 理事長 

新井 靖子 
(ｱﾗｲ ﾔｽｺ) 

４ 市民社会パートナーズ 代表 
庄嶋 孝広 

（ｼｮｳｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ） 

５ 
特定非営利活動法人 

ぐらすかわさき 事務局次長 
廣岡 希美 

（ﾋﾛｵｶ ﾉｿﾞﾐ） 

６ 中間支援組織
公益財団法人かわさき市民活動

センター 事業推進係長 
福森 義之 

（ﾌｸﾓﾘ ﾖｼﾕｷ） 

７ 事業者 
川崎信用金庫 

広報企画部 部長 
落合 孝和 

（ｵﾁｱｲ ﾀｶｶｽﾞ） 

８ 町内会 長沢自治会 会長 
末吉 一夫 

（ｽｴﾖｼ ｶｽﾞｵ） 

９ 公募市民 
パークシティ溝の口管理組合

理事長 
櫻井 良雄 
(ｻｸﾗｲ ﾖｼｵ) 

１０ 公募市民 
 特定非営利活動法人多摩家事
介護ワーカーズ・コレクティブ

くるみ 副理事長 

酒井 嘉子
(ｻｶｲ ﾖｼｺ) 
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（３）委員会開催スケジュール 

回数 日付 議題等 

第１回 
平成２６年
１月８日 
（水） 

○委嘱状交付 
○委員長・副委員長の選出、小委員会の設置について 
○検討事項及び今後のスケジュール 

第２回 
平成２６年
２月３日
（月） 

○市民活動支援に関連する定義及び検討の方向性について 
○中間支援組織について 
○市民活動支援の実態に関する基礎調査について（中間報告） 
○市民活動支援フォーラムについて 

小委員会 
（第１回）

平成２６年
２月１７日
（月） 

○市民活動支援に関連する定義及び検討の方向性について 

第３回 
（平成２５
年度市民活
動支援フォ
ーラム） 

平成２６年
３月１５日
（土） 

第１部 講演  
「川崎市における市民活動支援～これまでとこれから～」 
講師 (公財)かわさき市民活動センター理事長 小倉敬子氏

＜交流タイム＞ 

第２部 パネルディスカッション 
「川崎らしい支援とは何か」 
司会 名和田 是彦氏 
パネリスト  
専修大学経済学部教授 徳田賢二氏 
(公財)かわさき市民活動センター理事長 小倉敬子氏 
多摩区長沢自治会会長 末吉一夫氏 
ＮＰＯ法人ぐらすかわさき事務局次長 廣岡希美氏 

第４回 
平成２６年
４月２８日
（月） 

○これまでの審議内容の確認 
○平成２５年度包括外部監査報告及び第４期自治推進委員会
報告書の概要について 

○平成２６年度委員会スケジュール及び検討内容（案） 

第５回 
平成２６年
６月４日
（水） 

○今後の審議における論点の確認 
○川崎市における地域レベルでの取組について 
○市内で活動を行っている市民活動等の実態の確認及び課題
について 

第６回 
平成２６年
７月１４日
（月） 

○報告書作成に向けた意見取りまとめ 
○報告書骨子案の確認  
○今後の方向性への提言 

小委員会 
（第２回）

平成２６年
８月２７日
（水） 

○報告書素案の確認及び検討 

第７回 
平成２６年
９月２９日
（月） 

○報告書案の確認及び検討 
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２ 川崎市市民活動支援指針について
（１）川崎市市民活動支援指針（抜粋） 
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（２）市民活動支援指針に基づく施策（年表）
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３ 調査資料
（１）市民活動支援の実態に関する基礎調査について
実施目的 市民活動団体等による地域での公共的・公益的活動の実態及びその課題の把握

と、市民活動団体等による公益的な活動を支援する仕組みについての調査を委
託し、公共の担い手の拡大に向けた本市の施策展開の基礎資料とする。

調査期間 平成２５年１０月～２６年３月 

調査報告要旨 
１ 市民活動団体課題・ニーズ等調査まとめ
【調査概要】市内の団体から２０団体を抽出しヒアリング 
 ・活動資源の支援ニーズ：現行指針の活動資源の４つの柱（人材・資金・活動の場・情報）は

引き続きニーズ有 
・団体の状況に応じた支援：市民活動団体の多様性に応じて、支援も団体の特性別・成長段
階別に考える必要性 
【例】初期の団体   ：４つの活動資源の支援中心 

より成熟した団体：市民、企業、行政等との協働のためのネットワークの構築
団体自立までのハンズオン支援等 

※ただし、団体の目指す方向性による支援ニーズの違いにも留意する必要性（公益性の強
い団体・共益色の強い団体） 

 ・企業との連携への要望：仲介、マッチング支援のニーズ 
・中間支援のあり方：支援組織の数・機能・役割分担（行政・中間支援組織・民間）につい
ての意見・要望

・行政との関係：政策提言窓口や顕彰制度等のニーズ、委託料等の積算に対する疑問
 ・法人格について：認定･条例指定制度の周知の必要性、ＮＰＯ法人事務の煩雑さ

２ 中間支援組織による支援について 
【調査概要】全国から代表的な１５団体を選択し文献調査、うち３団体ヒアリング  
・設立主体：ＮＰＯ型（市民立）、官民出資型、企業財団型（企業ＣＳＲ方針）等 
・支援地域：全国（政策提言、ネットワーク化）・地域別（地域ニーズへの対応） 
・支援内容：情報提供、調査研究、政策提言等シンクタンク型、資金仲介型、テーマ限定型、

ハンズオン型、協働のマッチング・コーディネート支援等 
・支援の分野：当初は「ＮＰＯに係る支援を幅広く」が主流だったが、支援のテーマを絞っ
た中間支援組織や資金支援に係る団体が増加

 ・支援の対象：ＮＰＯ支援にとどまらず行政、企業、市民、ＮＰＯ等をコーディネートするマ
ルチセクターを意識した支援活動が増加



資料編

55

３ 市民ファンドに関する実態調査
【調査概要】全国から１１事例を選択し文献調査、うち３事例ヒアリング
・ファンド形態：資金調達方法の多様化（寄附、出資、寄附つき商品販売、企業冠ファンド、

遺贈や特定寄附信託、マッチング寄附、クラウドファンディング等） 
・対象事業：組織基盤強化（人件費、事務所経費）にも充当可能なものも存在 
・支援手法：より効果的な支援とするため資金支援とともに運営支援なども併せて行うケー
スも増加 

・課題：多くの団体で資金調達が課題。調達の限界から活動を縮小させている事例あり

４ ファンドレイジング（※）システムの概要取りまとめ 
 ※Fundraising：寄附、会費、助成金、補助金などの財源獲得行為のこと
【調査概要】個人が参加しやすい新しい資金支援手法について、５事例を調査
・特徴：個人の寄附拡充に向けて、心理的障壁や金銭的負担を下げる工夫
・オンライン寄附：ネットを通じた小口のクリック寄附 
・クラウドファンディング：主にインターネットを通じて不特定多数の人から資金を集める
手法。寄附型、購入型、投資型など 

・コーズ・リレーティッド・マーケティング：寄附つき商品販売。物品購入を通じて気軽に
寄附に参加ができる手法 

５ 事業者（企業等）による寄附に関する動向調査 
 【調査概要】１０社調査、うち３事例ヒアリング
・企業や企業財団：主にＣＳＲとして助成しているため、支援企業の支援方針により対象選
定等について多くのパターンが存在 

・各種団体との連携：企業が支援を行うにあたり、ＮＰＯ支援を専門とする中間支援組織や
公益財団と連携・協働を行っている事例あり

・信用金庫・労働金庫：地域密着型金融機関として地域コミュニティの活性化が企業のミッ
ションそのものであると位置づけて市民活動団体へ支援

・支援対象：プロジェクト（事業）経費だけでなく、人件費、事務所経費等に充当できるプ
ログラムも増加 

・その他：資金支援に加えてプロボノ等による非資金的支援も増加し、また中間支援組織自
体の強化を目指すプログラムも存在 

６ 関連条例、計画等の調査
【調査概要】国内事例：政令市及び県内市に条例・ガイドライン等の策定状況調査を実施

海外事例：参考事例として３件を文献調査
  以上



資料編

56 

（２）かわさき市民活動センター 利用登録団体アンケート
当センターでは、市民活動団体に施設利用登録をしていただく際、簡単なアンケート
を実施しています。その経過をお知らせします。 

【調査概要】
調査対象・・・かわさき市民活動センターの施設利用登録団体（2014年 2月 1日現在） 
有効回答数・・323 

問1 活動する上での課題について（複数回答）
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問 2 課題解決のためどのようなことが必要ですか（複数回答） 

問 3 企業との連携として社会貢献活動をするとしたら、企業に対して何を求めますか
（複数回答）
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問 4 行政との協働や連携を行うとしたら、行政に対して何を求めますか（複数回答）



川崎市市民活動支援指針改訂検討委員会
報告書

平成２６年１１月 

川崎市市民活動支援指針改訂検討委員会 

【事務局】 
川崎市総合企画局自治推進部 
〒210‐8577  川崎市川崎区宮本町１番地 
TEL:044‐200‐2168  FAX:044‐200‐3800 
E‐mail:20ziti@city.kawasaki.jp 




